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平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ ８ 日資料２

厚生労働省行政効率化推進会議

厚 生 労 働 省 行 政 効 率 化 推 進 計 画 見 直 し （案）

（表の色について）

… 計画内容の更新、数値のリバイス、語句の修正、記載場所の変更等を行ったもの

… 年度の更新により（今後の取組計画）から（これまでの取組）に移動したもの

… （今後の取組計画）のうちの新規項目又は（これまでの取組）のうちの新規項目

※ 「現行（平成１８年８月２９日改定 」の青字は、今回の見直しにあたり削除するもの）

見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

１．公用車の効率化 １．公用車の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 幹部用車について一般職員も共用で活用し効率的に運用 ○ 幹部用車について一般職員も共用で活用し効率的に運用

○ 職員運転手の退職後の不補充 ○ 職員運転手の退職後の不補充

○ 運転業務の民間委託の推進 ○ 運転業務の民間委託の推進

○ 低公害車への切り換え、アイドリングストップの励行等による燃料費 ○ 低公害車への切り換え、アイドリングストップの励行等による燃料費

の削減 の削減

○ 自転車の導入 ○ 自転車の導入

平成 年度までに公用車を 台削減済み ○ 平成 年度までに公用車を 台削減済み○ １８ ４１ １７ ２８
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 本省・地方支分部局・施設等機関を含め 保有する公用車について ○ 本省・地方支分部局・、 、は これまでの取組を引き続き推進するとともに、

に留意しつつ、稼働率の向上、職員自身の運転に 及職員運転手の退職時期 施設等機関を含め、保有する公用車について、職員運転手の退職時期

台削減する。よる移動、公共交通機関の活用を推進することにより、平成２５年度ま び公用車の更新時期等を勘案し、４５

台削減する。でに８２

公用車の削減に当たっては、 の の 、可能な限 については原則 の方針を遵守し、仮に補充す○ 職員運転手 退職後 不補充 ○ 職員運転手 退職後不補充

。りの配置転換、運転業務の民間委託の停止を行うとともに、研修やＯＪ る場合には、再任用制度を活用することとする

。 、Ｔを実施することにより職員運転手の事務職等への転換に努める また

待機時間には他の業務にも従事させることとし、人材の有効活用を図る

。ことに努める

○ また、上記公用車以外のものを含め以下の取組を進めることにより、

一層の効率化を図る。

・ 可能な限り、部局や施設をまたがる集中的な運行管理を行い、車両

の稼働率を向上し、業務効率の向上を図る。

・ 運行状況を把握の上、定期的に代替手段との経費比較を行い、費用

効率の低い車両は売却して、鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関

の利用に切り替える。

・ 業務の実態を踏まえ、可能な限り、軽自動車や低排気量車への切り

替えを行う。

・ アイドリングストップ等のエコドライブの推進やハイブリッド車、

低公害車への切り替え等により燃料費の削減を引き続き実施するとと

もに、必要に応じ地方公共団体の実施するノーカーデーに積極的に参

加・協力する。

・ 交通安全教育を実施する。また、必要に応じＥＴＣを導入し割引料

金の活用、業務の効率化を進める。

○ これらの取組については、平成１９年度に見直しをする。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

、 。 、 。○ 所管の独立行政法人に対しても 同様の効率化を進めるよう要請する ○ 所管の独立行政法人に対しても 同様の効率化を進めるよう要請する

（平成２５年度までの間で順次実施） （平成２５年度までの間で順次実施）

２．公共調達の効率化 ２．公共調達の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 電子入札システムの運用開始 ○ 電子入札システムの運用開始

○ インターネットによる各種調達情報の提供 ○ インターネットによる各種調達情報の提供

○ 物品製造等の資格審査の統一 ○ 物品製造等の資格審査の統一

○ 物品製造等の資格審査のインターネット申請 ○ 物品製造等の資格審査のインターネット申請

○ 建設工事の定期資格審査のインターネット申請 ○ 建設工事の定期資格審査のインターネット申請

○ 経費削減対策推進のための実施要領の策定及び推進 ○ 経費削減対策推進のための実施要領の策定及び推進

・ 一般競争入札による電気の調達 ・ 一般競争入札による電気の調達

・ 閉庁日等のエレベーターの稼働台数の縮小 ・ 閉庁日等のエレベーターの稼働台数の縮小

・ 下水道料金の減免制度の活用 ・ 下水道料金の減免制度の活用

・ 電話料金の割引制度の活用 ・ 電話料金の割引制度の活用

・ 物品購入等の必要性、経済性の検討 ・ 物品購入等の必要性、経済性の検討

・ 物品の一括調達による効率的、経済的購入 ・ 物品の一括調達による効率的、経済的購入

・ 電子メールの活用や両面コピーの励行 ・ 電子メールの活用や両面コピーの励行

○ 競争入札の原則の徹底 ○ 競争入札の原則の徹底

・ 契約の原則は競争入札であることから、随意契約によることができ ・ 契約の原則は競争入札であることから、随意契約によることができ

る場合であっても、できる限り競争入札に 。 る場合であっても、できる限り競争入札に 。付している 付すこと

○ 随意契約の適正な運用等 ○ 随意契約の適正な運用等

・ 随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどうかの ・ 随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどうかの

確認を厳格に行っている。 確認を厳格に行っている。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

・ 厚生労働省の各部局及び社会保険庁に随意契約審査委員会を設置

し、１００万円以上の随意契約の妥当性を審査し、その結果をホーム

ページにて公表している。 「契約情報の公表等」に移動

・ 契約金額が１００万円（物件の借入については８０随意契約のうち

） 、 、万円 以上の について 契約の相手方もの は ホームページにおいて、

契約金額、 公表している。随意契約の理由等をまとめて

「契約情報の公表等」に移動

・ 随意契約の方法による委託契約について、不適切な再委託により効 ・ 随意契約の方法による委託契約について、不適切な再委託により効

率性が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防ぐなどそ 率性が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防ぐなどそ

の適正な履行の確保に努めている。 の適正な履行の確保に努めている。

・ 各部局において行った随意契約審査委員会の審査結果のうち、当該

委員会において不適切等と判断された随意契約等に関し、外部の学識

経験等を有する者から選任された中央監視委員会において審議するこ

ととし、不適切な点又は改善すべき点があるときは、意見の具申又は

（平成１７年度から実施）勧告を行い、その内容を公表している。

「契約情報の公表等」に移動

・ 随意契約に係る決裁体制を見直し、所管公益法人等との間で随意契

約を行う場合にあっては、契約権限が各部局等に委任されている場合

であっても、必ず官房会計課等により、随意契約によることとした理

由その他についての審査・決裁を経る 。こととしている

なお、官房会計課等が契約を締結する場合においても、複数の者に

より随意契約によることとした理由その他についての審査・決裁を経

る 。また、地方支分部局等においても、各組織の実情こととしている

に応じ、同様の措置を 。行っている

・ 内部監査において、随意契約の重点的監査を実施している。 ・ 内部監査において、随意契約の重点的監査を実施している。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 契約情報の公表等

・ 厚生労働省の各部局及び社会保険庁に随意契約審査委員会を設置

し、１００万円以上の随意契約の妥当性を審査し、その結果をホーム

ページにて公表している。 「随意契約の適正な運用等」から移動

・ 各部局において行った随意契約審査委員会の審査結果のうち、当該

委員会において不適切等と判断された随意契約等に関し、外部の学識

経験等を有する者から選任された中央監視委員会において審議するこ

ととし、不適切な点又は改善すべき点があるときは、意見の具申又は

勧告を行い、その内容を公表している。

「随意契約の適正な運用等」から移動

公・ 契約金額が１００万円（物件の借入については８０万円）以上の

共工事及び物品役務等の契約 調達の方式（競争入札及び随について、

意契約）毎に、 随意契約によることとした契約の相手方、契約金額、

公表している。場合はその理由等の情報をホームページに

「随意契約の適正な運用等」から移動

・ 本省の随意契約の公表を行うホームページからすべての外局、地方

支分部局の随意契約の公表を行うホームページへの直接のリンクを行

ったページ（随意契約公表ゲートウェイ）により、公表の一覧性を確

保することで随意契約の透明性を 。高めている

○ 社会保険庁独自の取組 ○ 社会保険庁独自の取組

・ 社会保険庁本庁に調達委員会を、地方社会保険事務局に契約審査会 ・ 社会保険庁本庁に調達委員会を、地方社会保険事務局に契約審査会

を設置し、調達の必要性、数量等について審査を実施している。 を設置し、調達の必要性、数量等について審査を実施している。

・ 社会保険庁本庁、施設等機関及び地方支分部局における同一仕様、 ・ 社会保険庁本庁、施設等機関及び地方支分部局における同一仕様、

努 努同一時期の物品購入等の調達については、上位機関での一括調達に 同一時期の物品購入等の調達については、上位機関での一括調達に

。 。めている める
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 一般競争入札等の推進 ○ 一般競争入札 等の推進、公募型指名競争入札

① 公共工事

・ について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した ・ について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した公共工事 公共調達

指名競争入札の拡大を図るため、公募型指名競争入札等による調達 指名競争入札の拡大を図るため、公募型指名競争入札等による調達

の割合（指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等 の割合（指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等

の件数の割合）に関する目標数値をおおむね２割とし、毎年度その の件数の割合）に関する目標数値をおおむね２割とし、毎年度その

実施状況を公表している。 実施状況を公表している。

・ 予定価格が２億円以上の工事については、工事目的物の有する特

殊性にかんがみ一般競争方式に適さないものを除いて、一般競争方

式によることとし、その拡大を 。図っている

また、予定価格が２億円未満の工事についても、不良・不適格業

者の排除や事務量増大の抑制等の措置を講じつつ、できる限り一般

競争方式の導入に 。努めている

さらに、一般競争入札による調達の割合（競争入札に付した件数

に占める一般競争入札の割合）を含め、一般競争入札の実施状況を

毎年度 。公表している

② 公共工事以外

・ 公共工事以外 入札を実施する場合においては、の調達について、

原則として、一般競争入札によることとし、一般競争入札による調

達の割合（競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合）を

含め、一般競争入札の実施状況を毎年度 。公表している

○ 総合評価落札方式の推進 ○ 総合評価落札方式の推進

・ 公共工事について、国土交通省作成の総合評価方式事例集を活用す ・ 公共工事について、国土交通省作成の総合評価方式事例集を活用す

るなどにより、総合評価方式に関する情報の普及を図っている。 るなどにより、総合評価方式に関する情報の普及を図っている。

（ 。） 、・ 技術的な工夫の余地がある工事 小規模な工事を除く について

価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

価方式を拡充することとし、評価基準や実施要領の整備等円滑な実施

毎年度定める （目標値）に必要な措置を講じつつ、 総合評価実施割合

を踏まえ、その拡大 。に努めている

○ 適切な競争参加資格の設定等 ○ 適切な競争参加資格の設定等

・ 公共工事については、工事成績が一定以下の業者について競争参加 ・ 公共工事については、工事成績が一定以下の業者について競争参加

資格を認めない措置を導入する等過去の成績を適切に反映させてい 資格を認めない措置を導入する等過去の成績を適切に反映させてい

る。また、優れた企業による競争を推進するため、工事成績データベ る。また、優れた企業による競争を推進するため、工事成績データベ

ースを構築・活用するとともに、民間部門からの受注実績も一般競争 ースを構築・活用するとともに、民間部門からの受注実績も一般競争

等において競争参加資格における過去の実績として適切に評価してい 等において競争参加資格における過去の実績として適切に評価してい

る。特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）の結成の義務付けは原則と る。特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）の結成の義務付けは原則と

して廃止することとし、義務付けた場合は、毎年度その理由を公表し して廃止することとし、義務付けた場合は、毎年度その理由を公表し

ている。 ている。

・ 公共工事以外の公共調達についても、予算決算及び会計令第７３条 ・ 公共工事以外の公共調達についても、予算決算及び会計令第７３条

の入札参加資格は競争を適正かつ合理的に行うため必要なものに限ら の入札参加資格は競争を適正かつ合理的に行うため必要なものに限ら

れること、また、調達物の仕様の設定や仕様書の作成においても競争 れること、また、調達物の仕様の設定や仕様書の作成においても競争

を事実上制限するような内容にならないよう十分留意して適切な競争 を事実上制限するような内容にならないよう十分留意して適切な競争

参加資格等を設定している。 参加資格等を設定している。

○ 民間の技術力の活用 ○ 民間の技術力の活用

、 、 、 、 、 、・ 公共工事について 入札・契約の公正性 透明性に十分配慮しつつ ・ 公共工事について 入札・契約の公正性 透明性に十分配慮しつつ

独立行政法人等において民間の技術力を活用した交渉方式を試行的に 独立行政法人等において民間の技術力を活用した交渉方式を試行的に

実施するよう要請している。 実施するよう要請している。

○ 予定価格の適正な設定 ○ 予定価格の適正な設定

・ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く行 ・ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く行

い、予定価格のより適正な設定に努めている。 い、予定価格のより適正な設定に努めている。

○ 落札率１事案への対応等 ○ 落札率１事案への対応等

・ 一定金額以上の公共調達（予定価格を含め当該契約に関する情報を ・ 一定金額以上の公共調達（予定価格を含め当該契約に関する情報を
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

開示することが適当でないと認めたものを除く ）について落札率を 開示することが適当でないと認めたものを除く ）について落札率を。 。

一覧表にして公表している。なお、公表において、一般競争入札及び 一覧表にして公表している。なお、公表において、一般競争入札及び

指名競争入札の別を明らかにしている。 指名競争入札の別を明らかにしている。

・ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く行 ・ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅広く行

い、市場価格を適切に把握して予定価格のより適正な設定に努めてい い、市場価格を適切に把握して予定価格のより適正な設定に努めてい

る。 る。

・ 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取する ・ 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取する

とともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の比 とともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の比

較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に努めて 較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に努めて

いる。 いる。

・ 調達物の仕様の設定や仕様書の作成においても競争を事実上制限す ・ 調達物の仕様の設定や仕様書の作成においても競争を事実上制限す

るような内容にならないよう十分留意して適切な競争参加資格等を設 るような内容にならないよう十分留意して適切な競争参加資格等を設

定している。 定している。

・ 再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場合に ・ 再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場合に

はなるべく再度公告入札を行っている。 はなるべく再度公告入札を行っている。

○ 国庫債務負担行為の活用 ○ 国庫債務負担行為の活用

・ コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸 ・ コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸

借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性が 借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理性が

認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約によること 認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年契約によること

としている。 としている。

・ 複数年数にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫 ・ 複数年数にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫

債務負担行為による複数年契約により実施することとしている。 債務負担行為による複数年契約により実施することとしている。

○ 調達事務の集約化

・ 労働基準監督署・公共職業安定所及び社会保険事務所等における調

達については、調達内容を勘案のうえ効率化が見込める場合には、上

部機関である都道府県労働局、地方社会保険事務局等において調達事
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務の集約化を実施している。

○ その他 ○ その他

・ 徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削減を図っている 過 ・ 徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削減を図っている 過。（ 。（

剰仕様等の排除） 剰仕様等の排除）

・ 電話料金の割引制度の活用を実施している。 ・ 電話料金の割引制度の活用を実施している。

・ 事務用品の一括購入を推進している。 ・ 事務用品の一括購入を推進している。

・ 電力供給契約の入札を実施している。 ・ 電力供給契約の入札を実施している。

・ 電子入開札システムの活用を図っている。 ・ 電子入開札システムの活用を図っている。

・ 競争入札の方法による委託契約についても、再委託の承認等必要な ・ 競争入札の方法による委託契約についても、再委託の承認等必要な

措置をとるなどその適正な履行の確保に努めている。 措置をとるなどその適正な履行の確保に努めている。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充等 ○ 一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充等

① 公共工事 ① 公共工事

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

・ 予定価格が２億円以上の工事については、工事目的物の有する特

殊性にかんがみ一般競争方式に適さないものを除いて、一般競争方

式によることとし、 そ平成１８年度当初から、できる限り速やかに

の拡大を 。図る

また、予定価格が２億円未満の工事についても、不良・不適格業

者の排除や事務量増大の抑制等の措置を講じつつ、できる限り一般

競争方式の導入に 。努める

さらに、一般競争入札による調達の割合（競争入札に付した件数

に占める一般競争入札の割合）を含め、一般競争入札の実施状況を

毎年度 。公表する

・ 技術的な工夫の余地がある工事（小規模な工事を除く ）につい。
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て、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する

総合評価方式を拡充することとし、評価基準や実施要領の整備等円

平成１８年度に定めた当面の目滑な実施に必要な措置を講じつつ、

総合評価実施割合を踏まえ、 その拡大標となる できる限り速やかに

。を図る

・ 入札情報のインターネットによる公表等入札情報の公表方法の透 ・ 入札情報のインターネットによる公表等入札情報の公表方法の透

明性等の向上、入札監視委員会等第三者機関の活用、工事費内訳書 明性等の向上、入札監視委員会等第三者機関の活用、工事費内訳書

の有効活用、入札結果の事後的・統計的分析による談合疑義案件の の有効活用、入札結果の事後的・統計的分析による談合疑義案件の

有無の確認と公正取引委員会との連携強化等による入札契約過程の 有無の確認と公正取引委員会との連携強化等による入札契約過程の

監視の強化並びに電子入札の一層の活用等、入札契約手続の改善の 監視の強化並びに電子入札の一層の活用等、入札契約手続の改善の

ために必要な取組を行うほか、談合情報を得た場合の入札手続の取 ために必要な取組を行うほか、談合情報を得た場合の入札手続の取

扱い及び一定期間入札参加を認めない措置の運用を適切に行う。 扱い及び一定期間入札参加を認めない措置の運用を適切に行う。

・ 一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充を図るため、入札ボン ・ 一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充を図るため、入札ボン

ド、多段階審査等、第三者機関の活用その他の一般競争方式の拡大 ド、多段階審査等、第三者機関の活用その他の一般競争方式の拡大

と総合評価方式の拡充に関する条件整備を進める。 と総合評価方式の拡充に関する条件整備を進める。

② 公共工事以外 ② 公共工事以外

、・ 公共工事以外の入札を実施する場合においては公共調達のうち、

原則として、一般競争入札によることとし、一般競争入札による調

達の割合（競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合）を

含め、一般競争入札の実施状況を毎年度 。公表する

・ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令により落 ・ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令により落

札者の公示等が義務付けられている特定調達契約以外の入札に関し 札者の公示等が義務付けられている特定調達契約以外の入札に関し

ても、随意契約による場合に準じてホームページによる情報の公表 ても、随意契約による場合に準じてホームページによる情報の公表

に努めるものとする。 に努めるものとする。

○ 適切な競争参加資格の設定等 ○ 適切な競争参加資格の設定等

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。
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○ 民間の技術力の活用 ○ 民間の技術力の活用

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

・ 公共工事について、ＶＥ（バリュー・エンジニアリング）方式等を ・ 公共工事について、ＶＥ（バリュー・エンジニアリング）方式等を

活用する。特に、入札時ＶＥの実施に関する目標値を定めて、入札時 活用する。特に、入札時ＶＥの実施に関する目標値を定めて、入札時

ＶＥの採用の推進を検討する （引き続き検討） ＶＥの採用の推進を検討する （引き続き検討）。 。

・ 大規模かつ技術的な難易度の高い工事において、入札後契約前ＶＥ ・ 大規模かつ技術的な難易度の高い工事において、入札後契約前ＶＥ

の実施を検討する （引き続き検討） の実施を検討する （引き続き検討）。 。

○ 予定価格の適正な設定 ○ 予定価格の適正な設定

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

・ 資材単価等の積み上げによる積算ではなく、契約実績に基づき、工 ・ 資材単価等の積み上げによる積算ではなく、契約実績に基づき、工

種別に単価設定を行う「ユニットプライス型積算方式」の試行に向け 種別に単価設定を行う「ユニットプライス型積算方式」の試行に向け

た検討をする （引き続き検討） た検討をする （引き続き検討）。 。

○ 随意契約の適正な運用等 ○ 随意契約の適正な運用等

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

・ 随意契約のうち契約金額が１００万円（物件の借入については８０

） 、 、 、万円 以上のものについては ホームページにおいて 契約の相手方

契約金額、随意契約の理由等をまとめて公表する。特に、契約の相手

方が所管公益法人等であるものについて、随意契約によることとした

理由を具体的かつ詳細に記載するものとする。

（これまでの取組）の「契約情報の公表等」に移動し集約

・ に作成した「随意契約見直し計画 にし ・ に作成した「随意契約見直し計画」にしたがって、平成１９年１月 （改訂版） 平成１８年６月」

たがって 随意契約の適正化を図るとともに その実施状況について 随意契約の適正化を図るとともに、その実施状況について、フォロー、 、 、

フォローアップを行い、結果を公表する。 アップを行い、結果を公表する。

・ 本省の随意契約の公表を行うホームページからすべての外局、地方

支分部局の随意契約の公表を行うホームページへの直接のリンクを行

ったページ（随意契約公表ゲートウェイ）により、公表の一覧性を確
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保することで随意契約の透明性を 。高める

・ 随意契約に係る決裁体制を見直し、所管公益法人等との間で随意契

約を行う場合にあっては、契約権限が各部局等に委任されている場合

であっても、必ず官房会計課等により、随意契約によることとした理

由その他についての審査・決裁を経る。

なお、官房会計課等が契約を締結する場合においても、複数の者に

より随意契約によることとした理由その他についての審査・決裁を経

る。また、地方支分部局等においても、各組織の実情に応じ、同様の

措置を 。行う

・ 少額の随意契約による場合においても、見積合せを行うなど競争的 ・ 少額の随意契約による場合においても、見積合せを行うなど競争的

手法の導入に努める。 手法の導入に努める。

○ 社会保険庁独自の取組 ○ 社会保険庁独自の取組

・ これまでの取組を一層推進するとともに、調達における競争性・透 ・ これまでの取組を一層推進するとともに、調達における競争性・透

明性の確保及び調達コストの縮減、適正な契約事務の実施に努める。 明性の確保及び調達コストの縮減、適正な契約事務の実施に努める。

○ 落札率１事案への対応等 ○ 落札率１事案への対応等

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

○ 国庫債務負担行為の活用 ○ 国庫債務負担行為の活用

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

○ 物品等の一括調達の推進等

・ 消耗品の調達に当たっては、単価契約による調達などにより契約件

数の縮減を推進するとともに、少額随意契約による調達を見直し、一

般競争契約の導入・拡大を推進する。

・ 備品の調達に当たっては、計画的な一括調達を徹底するとともに、

少額随意契約による調達を見直し、一般競争契約の導入・拡大を推進

する。

・ 庁舎の維持・管理に係る役務契約において、複数の随意契約を一括
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することにより一般競争入札に付すことができるものについては、一

括し、一般競争入札に付すよう徹底する。

・ 合同庁舎における各種の役務、物品等の調達契約に関し、次の取組

を行う。

（１）合同庁舎の共用部分と専用部分の維持・管理に共通する役務又は

物品について、共用部分については合同庁舎の管理官署が、専用部

分については入居官署がそれぞれ調達している場合には、合同庁舎

の管理官署及び入居官署は、共用部分と専用部分の当該役務又は物

品の一括調達を推進する。

（２）合同庁舎における各種の役務、物品等の調達契約については、一

官署が代表して契約を行う若しくは各官署が割り振られた契約のみ

を行うなど、各入居官署がそれぞれ契約や支払に係る事務を行わな

いですむよう事務の省力化方策について検討する。

（３）合同庁舎別の一括調達について、合同庁舎の管理官署を中心とし

て、入居省庁において検討する。

○ 調達事務の集約化の推進

・ 同一機関内に複数の調達機関が設置されている場合や複数の調達機

関が同一敷地内等に所在する場合には、複数の調達機関を会計主管課

等に集約することを検討するとともに、集約化が難しい場合には複数

の調達機関が連名で契約するなどの共同調達も含めて推進する。

、 、・ 合同庁舎別の一括調達について 合同庁舎の管理官署を中心として

入居省庁において検討する （再掲）。

○ 官庁営繕に関して、価格だけでなく環境に配慮した施工技術や工事自

体の品質を含めた総合評価落札方式や、工事成績を反映した優れた企業

による競争の推進を図るための工事成績評定等の標準化・統一化等につ

いて検討を行う。
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○ 会計の監査を行う際に、年度末の予算執行状況について内部監査を重

点的に行う。

○ 適正に物品管理を行う観点から、必要に応じて各庁舎単位での不用物

品に係る情報の共有化を早急に図り、不用となった物品が生じた場合に

は、管理換や分類換による有効活用の検討を行い、有効活用の途がない

ものについては、適切な処分の方針を決定する。

○ その他 ○ その他

・ これまでの取組を引き続き実施。 ・ これまでの取組を引き続き実施。

・ 庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、ＥＳＣ ・ 庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、ＥＳＣ

Ｏ事業導入の検討等を進める （引き続き検討） Ｏ事業導入の検討等を進める （引き続き検討）。 。

３．公共事業のコスト縮減 ３．公共事業のコスト縮減

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 公共工事のコスト縮減については、平成９年４月の「公共工事コスト ○ 公共工事のコスト縮減については、平成９年４月の「公共工事コスト

縮減対策に関する行動指針 、平成１２年９月の「公共工事コスト縮減 縮減対策に関する行動指針 、平成１２年９月の「公共工事コスト縮減」 」

対策に関する新行動指針」に基づき 「厚生労働省公共事業コスト構造 対策に関する新行動指針」に基づき 「厚生労働省公共事業コスト構造、 、

」 。 」 。改革プログラム を策定し総合的なコスト縮減について取り組んでいる 改革プログラム を策定し総合的なコスト縮減について取り組んでいる

○ 水道分野については、平成１６年２月２０日付けで水資源機構担当部 ○ 水道分野については、平成１６年２月２０日付けで水資源機構担当部

局宛通知するとともに、地方公共団体へも同プログラムを参考としてコ 局宛通知するとともに、地方公共団体へも同プログラムを参考としてコ

スト構造改革に取り組むよう要請している。 スト構造改革に取り組むよう要請している。

○ 独立行政法人移行前の国立病院及び国立高度専門医療センター等に関 ○ 独立行政法人移行前の国立病院及び国立高度専門医療センター等に関

しては、以下の取組を実施してきた。 しては、以下の取組を実施してきた。

（１）公共工事コスト縮減対策に関する行動指針 （１）公共工事コスト縮減対策に関する行動指針

（平成９～１１年度） （平成９～１１年度）
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

（２）国立病院等施設整備事業費用縮減新行動計画 （２）国立病院等施設整備事業費用縮減新行動計画

（旧厚生省：平成１２年度） （旧厚生省：平成１２年度）

（３）厚生労働省施設整備事業費用縮減行動計画 （３）厚生労働省施設整備事業費用縮減行動計画

（平成１２～１５年度） （平成１２～１５年度）

（４）国立高度専門医療センター等施設整備事業費用縮減行動計画 （４）国立高度専門医療センター等施設整備事業費用縮減行動計画

（上記名称変更、平成１６年度～） （上記名称変更、平成１６年度～）

（５）国立病院等施設整備事業コスト構造改革プログラム （５）国立病院等施設整備事業コスト構造改革プログラム

取組内容：行動計画に加え、事業の全てのプロセスをコストの観点 取組内容：行動計画に加え、事業の全てのプロセスをコストの観点

から見直し、計画・設計から調達や管理の各段階において 適化を図 から見直し、計画・設計から調達や管理の各段階において 適化を図

ることにより、①工事コスト、②事業便益の早期発現、③将来の維持 ることにより、①工事コスト、②事業便益の早期発現、③将来の維持

管理費を要素とする総合コスト縮減を目的として設定したもの。 管理費を要素とする総合コスト縮減を目的として設定したもの。

（６）国立高度専門医療センター等施設整備コスト構造改革プログラム （６）国立高度専門医療センター等施設整備コスト構造改革プログラム

（上記名称変更、平成１６年度～） （上記名称変更、平成１６年度～）

取組内容：これまでの取組としての「国立高度専門医療センター等 取組内容：これまでの取組としての「国立高度専門医療センター等

施設事業費用縮減行動計画」に加え、対象となる施設整備事業のすべ 施設事業費用縮減行動計画」に加え、対象となる施設整備事業のすべ

てのプロセスをコストの観点から見直す「国立高度専門医療センター てのプロセスをコストの観点から見直す「国立高度専門医療センター

等施設整備事業コスト構造改革プログラム」により引き続きコスト縮 等施設整備事業コスト構造改革プログラム」により引き続きコスト縮

減に取り組む。 減に取り組む。

○ 国立高度専門医療センター等施設整備事業費用縮減行動計画の具体的 ○ 国立高度専門医療センター等施設整備事業費用縮減行動計画の具体的

な取組として、以下を実施している。 な取組として、以下を実施している。

（１）事業の迅速化：合意形成・協議・手続きの改善、事業の重点化・集 （１）事業の迅速化：合意形成・協議・手続きの改善、事業の重点化・集

中化等により事業の迅速化を図る。これにより、事務経費の低減、事 中化等により事業の迅速化を図る。これにより、事務経費の低減、事

業資金の金利負担の低減となる。 業資金の金利負担の低減となる。

（２）計画・設計・管理の 適化：技術基準の統一化等の計画・設計の見 （２）計画・設計・管理の 適化：技術基準の統一化等の計画・設計の見

直し、汎用品の積極的利用、新技術の活用、資源循環の促進・改修・ 直し、汎用品の積極的利用、新技術の活用、資源循環の促進・改修・

補強による既存施設等の有効活用等の管理の見直しを行うことで計画 補強による既存施設等の有効活用等の管理の見直しを行うことで計画
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

・設計・管理の 適化を図ることにより、工事コストの低減を図ると ・設計・管理の 適化を図ることにより、工事コストの低減を図ると

ともに将来の維持管理費の低減を図る。 ともに将来の維持管理費の低減を図る。

技術基準の統一化により合理的な設計を推進する （公共建築の統 技術基準の統一化により合理的な設計を推進する （公共建築の統。 。

一基準が示され、平成１５年度より順次導入） 一基準が示され、平成１５年度より順次導入）

（３）調達の 適化：国庫債務負担行為の計画的かつ積極的な活用、総合 （３）調達の 適化：国庫債務負担行為の計画的かつ積極的な活用、総合

評価落札方式等の導入、電子調達の実施等、入札・契約の見直しを行 評価落札方式等の導入、電子調達の実施等、入札・契約の見直しを行

い調達の 適化を図る。そして、技術による競争、民間技術力の活用 い調達の 適化を図る。そして、技術による競争、民間技術力の活用

を促進するとともに積算価格の説明性・市場性の向上を図る。なお、 を促進するとともに積算価格の説明性・市場性の向上を図る。なお、

具体的施策としては以下のとおり （平成１５年度より実施） 具体的施策としては以下のとおり （平成１５年度より実施）。 。

① 市場単価採用の拡大 ① 市場単価採用の拡大

国土交通省に準じて、従来の歩掛かりによる積み上げ単価方式か 国土交通省に準じて、従来の歩掛かりによる積み上げ単価方式か

ら可能なものについて同省の公表する市場単価を採用してきたとこ ら可能なものについて同省の公表する市場単価を採用してきたとこ

ろである。平成 年度においては、下記の工事について市場単価 ろである。平成 年度においては、下記の工事について市場単価１８ １７

を採用した。 を採用した。

、 、 、 、 、 、 、 、・ 建築工事：鉄筋工事 型枠工事 コンクリート工事 左官工事 ・ 建築工事：鉄筋工事 型枠工事 コンクリート工事 左官工事

防水工事、土工事、塗装工事、軽量鉄骨下地、内装ボード、 防水工事、土工事、塗装工事、軽量鉄骨下地、内装ボードガラ

ス工事

、 、 、 、・ 電気設備工事：配管工事 ケーブルラック・位置ボックス工事 ・ 電気設備工事：配管工事 ケーブルラック・位置ボックス工事

接地極等工事、２種金属線ぴ工事、防火区画貫通処理工事、絶縁 接地極等工事、２種金属線ぴ工事、防火区画貫通処理工事、絶縁

電線 電線

・ 機械設備工事：ダクト工事、衛生器具取り付け工事、制気口・ ・ 機械設備工事：ダクト工事、衛生器具取り付け工事、制気口・

ダンパー工事、保温（ダクト）工事 ダンパー工事、保温（ダクト）工事

② 設計の合理化 ② 設計の合理化

・ 機械設備ダクト工事のアングル工法において接続作業が簡便で ・ 機械設備ダクト工事のアングル工法において接続作業が簡便で

工期短縮が可能なコーナーボルト工法の採用を拡大した。 工期短縮が可能なコーナーボルト工法の採用を拡大した。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 平成１６年度以降は、国立高度専門医療センター等施設整備コスト構 ○ 平成１６年度以降は、国立高度専門医療センター等施設整備コスト構

造改革プログラムにより、以下の取組についても実施している。 造改革プログラムにより、以下の取組についても実施している。

（１）事業の迅速化 （１）事業の迅速化

・ 事業評価を厳格に審査し、事業箇所を厳選する。 ・ 事業評価を厳格に審査し、事業箇所を厳選する。

（２）計画・設計・管理の適正化 （２）計画・設計・管理の適正化

・ 既存ストックを有効活用し適正な管理を推進する。具体的には、 ・ 既存ストックを有効活用し適正な管理を推進する。具体的には、

国立国際医療センター更新築整備において、管理部門を既存建物改 国立国際医療センター更新築整備において、管理部門を既存建物改

修により整備 することを計画した。 修により整備することを計画した。し、また既存の熱源を利用

（３）調達の 適化 （３）調達の 適化

・ 国庫債務負担行為の積極的活用を推進する。具体的には、平成１ ・ 国庫債務負担行為の積極的活用を推進する。具体的には、平成１

７年度より国立国際医療センターにおいて４年間にわたる国庫債務 ７年度より国立国際医療センターにおいて４年間にわたる国庫債務

負担行為を実施した （２年→４年 総合コスト削減） 負担行為を実施した （２年→４年 総合コスト削減）。 。

・ 電子入札を実施する。 ・ 電子入札を実施する。

・ コンピュータによる工事費積算システムを市販の汎用ソフトに切 ・ コンピュータによる工事費積算システムを市販の汎用ソフトに切

り替え、事務経費の節減を図る。 り替え、事務経費の節減を図る。

・ メーカー見積もりに際し、ヒアリングを実施しより的確な実勢価 ・ メーカー見積もりに際し、ヒアリングを実施しより的確な実勢価

格の把握に努める。 格の把握に努める。

・ メーカー見積もりのインターネットによる徴取の検討。 ・ メーカー見積もりのインターネットによる徴取の検討。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 工事コストの縮減等に加え、事業の迅速化、調達の 適化等をポイン ○ 工事コストの縮減等に加え、事業の迅速化、調達の 適化等をポイン

トとし、構造改革に取り組む （平成１５年度から５年間で、平成１４ トとし、構造改革に取り組む （平成１５年度から５年間で、平成１４。 。

年度と比較して１５％の総合コスト縮減率達成を目標とする ） 年度と比較して１５％の総合コスト縮減率達成を目標とする ）。 。

○ 水道分野については、今後、厚生労働省公共事業コスト構造改革プロ ○ 水道分野については、今後、厚生労働省公共事業コスト構造改革プロ

グラムに基づき新技術の活用、第三者委託制度の活用などコスト縮減を グラムに基づき新技術の活用、第三者委託制度の活用などコスト縮減を

図るとともに、フォローアップを行っていく。 図るとともに、フォローアップを行っていく。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 水資源機構においても 「水資源機構コスト構造改革プログラム」に ○ 水資源機構においても 「水資源機構コスト構造改革プログラム」に、 、

基づき、地域の実情にあったより合理的な計画・設計を推進するための 基づき、地域の実情にあったより合理的な計画・設計を推進するための

技術基準の弾力的な運用、設定等、コスト縮減に取り組むこととしてい 技術基準の弾力的な運用、設定等、コスト縮減に取り組むこととしてい

る。 る。

○ 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所に関しては、こ ○ 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所に関しては、こ

れまでの取組を引き続き実施。 れまでの取組を引き続き実施。

４．電子政府関係の効率化 ４．電子政府関係の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

、 ， 、 、 ， 、○ 申請・届出等手続について 厚生労働省が扱う１ ９８１手続のうち ○ 申請・届出等手続について 厚生労働省が扱う１ ９８１手続のうち

１，８６９手続（９４％）について、オンライン化を実施した （平成 １，８６９手続（９４％）について、オンライン化を実施した （平成。 。

１８年３月末現在） １８年３月末現在）

、「 」 、「 」○ 決裁関連業務の合理化・効率化を図るため 行政文書管理システム ○ 決裁関連業務の合理化・効率化を図るため 行政文書管理システム

との連携を可能とした「りん議・決裁システム」の整備を行った。 との連携を可能とした「りん議・決裁システム」の整備を行った。

○ 「人事・給与システム」について 「人事・給与等業務・システム ○ 「人事・給与システム」について 「人事・給与等業務・システム、 、

適化計画 （平成１６年２月２７日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ） 適化計画 （平成１６年２月２７日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）」 」

連絡会議決定）に基づき、人事院等が開発する「人事・給与関係業務情 連絡会議決定）に基づき、人事院等が開発する「人事・給与関係業務情

報システム」を円滑に導入するため 「人事・給与関係業務情報システ 報システム」を円滑に導入するため 「人事・給与関係業務情報システ、 、

ム導入計画 （平成１６年８月９日厚生労働省）を策定した。 ム導入計画 （平成１６年８月９日厚生労働省）を策定した。」 」

○ 共済、物品調達等、人事・給与以外で府省に共通する業務・システム ○ 共済、物品調達等、人事・給与以外で府省に共通する業務・システム

について、担当府省において 適化計画を策定した。 について、担当府省において 適化計画を策定した。

○ 旧式（レガシー）システム（社会保険オンラインシステム等、６シス ○ 旧式（レガシー）システム（社会保険オンラインシステム等、６シス

テム）について、刷新可能性調査を実施した。 テム）について、刷新可能性調査を実施した。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 旧式（レガシー）システム等個別府省の業務・システムについて、業 ○ 旧式（レガシー）システム等個別府省の業務・システムについて、業

務処理時間や経費の削減効果（試算）を盛り込んだ 適化計画を策定し 務処理時間や経費の削減効果（試算）を盛り込んだ 適化計画を策定し

た。 た。

○ 申請・届出等手続のオンライン化に伴う効率化を図るため 「手続の ○ 申請・届出等手続のオンライン化に伴う効率化を図るため 「手続の、 、

簡素化・合理化計画 （平成１６年２月１０日各府省情報化統括責任者 簡素化・合理化計画 （平成１６年２月１０日各府省情報化統括責任者」 」

（ＣＩＯ）連絡会議報告）に基づく措置を実施した。 （ＣＩＯ）連絡会議報告）に基づく措置を実施した。

○ 年間申請件数の多い（年間申請件数１０万件以上）手続、企業が行う ○ 年間申請件数の多い（年間申請件数１０万件以上）手続、企業が行う

頻度の高い手続及びオンライン利用に関する企業ニーズの高い手続等に 頻度の高い手続及びオンライン利用に関する企業ニーズの高い手続等に

ついて 「今後の行政改革の方針 （平成１６年１２月２４日閣議決定） ついて 「今後の行政改革の方針 （平成１６年１２月２４日閣議決定）、 」 、 」

に基づき オンライン利用促進のための行動計画 に基づき、オンライン利用促進のための行動計画を策定し、公表した。、「 （平成１８年３月」

２９日厚生労働省情報政策会議決定） その後、見を策定し、公表した。

直しを行い、平成１９年３月２７日、同計画を改定した。

○ 国家公務員の給与の全額振込化について、９９．９％の職員の全額振 ○ 国家公務員の給与の全額振込化について、９９．９％の職員の全額振

込化を実現した。 込化を実現した。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 電子政府 計画に基づき、引き続き着実な推進を行う。 ○ 電子政府 計画に基づき、引き続き着実な推進を行う。推進 構築

（１）業務・システムの 適化と行政組織等の減量・効率化 （１）業務・システムの 適化と行政組織等の減量・効率化

ア．各府省に共通する業務・システム ア．各府省に共通する業務・システム

① 業務・システムの 適化 ① 業務・システムの 適化

・ 府省に共通する業務・システムについては、担当府省におい ・ 府省に共通する業務・システムについては、担当府省におい

て策定した 適化計画に基づき、業務の効率化と経費の削減を て策定した 適化計画に基づき、業務の効率化と経費の削減を

図る。 図る。

② 行政組織等の減量・効率化 ② 行政組織等の減量・効率化

・ 人事・給与等の内部管理業務について、 適化計画等に基づ ・ 人事・給与等の内部管理業務について、 適化計画等に基づ

き厚生労働省で実施する効率化措置や定員削減等の目標を定め き厚生労働省で実施する効率化措置や定員削減等の目標を定め
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合理化を図る。 合理化を図る。

イ．個別府省の業務・システム イ．個別府省の業務・システム

① 業務・システムの 適化 ① 業務・システムの 適化

・ 旧式（レガシー）システム等個別府省の業務・システムにつ ・ 旧式（レガシー）システム等個別府省の業務・システムにつ

いて、 適化計画に基づき業務やシステムの見直し等を進め、 いて、 適化計画に基づき業務やシステムの見直し等を進め、

業務の効率化と経費の削減を図る。 業務の効率化と経費の削減を図る。

② 行政組織等の減量・効率化 ② 行政組織等の減量・効率化

・ 旧式（レガシー）システムは、新システム移行に合せて定員 ・ 旧式（レガシー）システムは、新システム移行に合せて定員

削減等の合理化を図る。このため、 適化計画の策定に併せ、 削減等の合理化を図る。このため、 適化計画の策定に併せ、

厚生労働省で実施する定員削減等の目標を定め合理化を図る。 厚生労働省で実施する定員削減等の目標を定め合理化を図る。

ウ．オンライン化に対応した減量・効率化 ウ．オンライン化に対応した減量・効率化

オンライン利用促進のための行動計画（平成１８年３月２９日厚 オンライン利用促進のための行動計画（平成１８年３月２９日厚

） 、 、生労働省情報政策会議決定 ）を着実に 生労働省情報政策会議決定 を着実に実施するとともに 引き続き、平成１９年３月２７日改定

実施するとともに、引き続き、申請・届出を受けて行われる受付・ 申請・届出を受けて行われる受付・審査等の一連の事務処理過程・

審査等の一連の事務処理過程・体制の抜本的な見直しを行い、組織 体制の抜本的な見直しを行い、組織・業務の効率化・合理化を推進

・業務の効率化・合理化を推進する。 する。

○ その他の効率化

法規集や例規集（加除式のものを含む）等については、費用対効果や

業務の実態等も勘案し、電子化されているＣＤ－ＲＯＭ等導入を図り、

行政のペーパーレス化（電子化）に資するものとする。

５．アウトソーシング ５．アウトソーシング

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 昭和５８年５月の閣議決定により 「公務執行上、真に必要な場合」 ○ 昭和５８年５月の閣議決定により 「公務執行上、真に必要な場合」、 、
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を除き、自動車運転手、巡視、電話交換手について、順次、民間委託に を除き、自動車運転手、巡視、電話交換手について、順次、民間委託に

切り替えている。 切り替えている。

○ 検疫所が行うモニタリング検査の試験事務の一部を登録検査機関に委 ○ 検疫所が行うモニタリング検査の試験事務の一部を登録検査機関に委

託できるようしたこと等、指定制度を登録制に改めることとした。 託できるようしたこと等、指定制度を登録制に改めることとした。

○ 平成１５年度から紙媒体により提出された社会保険の適用に係る資格 ○ 平成１５年度から紙媒体により提出された社会保険の適用に係る資格

取得届等の社会保険オンラインシステムへの入力業務について外部委託 取得届等の社会保険オンラインシステムへの入力業務について外部委託

を開始した。また、平成１６年度から各社会保険事務所で実施してきた を開始した。また、平成１６年度から各社会保険事務所で実施してきた

納入告知書等の作成・送付業務を社会保険事務局単位に集約した上で、 納入告知書等の作成・送付業務を社会保険事務局単位に集約した上で、

当該業務の外部委託を開始した。 当該業務の外部委託を開始した。

○ ホームページの作成・システム管理業務については、平成１７年７月 ○ ホームページの作成・システム管理業務については、平成１７年７月

からの新システム移行に伴い、従来、外部委託をしていなかったシステ からの新システム移行に伴い、従来、外部委託をしていなかったシステ

ム管理業務の一部についても、外部委託を導入することとした。 ム管理業務の一部についても、外部委託を導入することとした。

○ 平成１７年度 ハローワーク関連業務について ○ 平成１７年度 、ハローワーク関連業務について、キャリア交流プ及び１８年度において から、 、

キャリア交流プラザ事業、若年者版キャリア交流プラザ事業及び求人開 ラザ事業、若年者版キャリア交流プラザ事業及び求人開拓事業を市場化

拓事業を市場化テストモデル事業として実施した。また、同年度 テストモデル事業として実施した。また、同年度 、厚生年金保険・におい から

、厚生年金保険・政府管掌健康保険の未適用事業所の適用促進事業、 政府管掌健康保険の未適用事業所の適用促進事業、国民年金保険料の収て

国民年金保険料の収納事務及び年金電話相談センター事業を市場化テス 納事務及び年金電話相談センター事業を市場化テストモデル事業として

トモデル事業として実施した。 実施した。

○ 平成１８年度から、年金や健康保険の給付に係る請求書等の社会保険

オンラインシステムへの入力業務について外部委託を 。開始した

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 警備・清掃等の庁舎管理等施設・設備等の管理業務、庁内ＬＡＮ等の ○ 警備・清掃等の庁舎管理等施設・設備等の管理業務、庁内ＬＡＮ等の

、 、 、情報システムの管理業務 電話交換業務 情報システムの管理業務 電話交換業務等について、 、 、新聞記事のクリッピング業務 公用車の運転業務

これまでの取組を踏まえてアウトソーシングを一層推進するほか、個別会議運営業務における事前準備、速記録作成、通訳等定型的業務、国家

の事務・事業についても積極的に推進し、効率化を図る。試験運営業務における願書収受等定型的業務、地方支分部局等地方施設
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等について、これまでの取組を踏まえ また、ＰＦＩについても、その事業の内容に応じ、効率化に資する取における清掃、警備等の総務業務

てアウトソーシングを一層推進するほか、個別の事務・事業についても 組を積極的に検討する。

積極的に推進し、効率化を図る。

また、ＰＦＩについても、その事業の内容に応じ、効率化に資する取

組を積極的に検討する。

を遵 及び○ 公用車の運転業務については、引き続き運転手の退職後の不補充 ○ 公用車の運転業務については、引き続き運転手の退職後の不補充

運転業務の民 運転業務の民間委託 。守するとともに 「１．公用車の効率化」に留意しつつ、 の推進を図る、

。間委託を実施する

○ 統計事務について民間委託を推進する （ 統計調査の民間委託に係。「

るガイドライン （平成１７年３月３１日各府省統計主管課長等会議申」

合せ）及び「統計調査等業務の業務・システム 適化計画 （平成１８」

年３月３１日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏ま

え推進する ）。

○ 宿舎管理業務については、引き続き外部委託の推進を図る。 ○ 宿舎管理業務については、引き続き外部委託の推進を図る。

○ 宿舎整備工事の設計・工事監理業務については、引き続き外部委託の ○ 宿舎整備工事の設計・工事監理業務については、引き続き外部委託の

推進を図る。 推進を図る。

○ 印刷・製本を外部業者に委託した刊行物等の梱包・発送について、で ○ 印刷・製本を外部業者に委託した刊行物等の梱包・発送について、で

きる限りアウトソーシングにより実施するよう努める。 きる限りアウトソーシングにより実施するよう努める。

○ 平成１８年度から、年金や健康保険の給付に係る請求書等の社会保険

オンラインシステムへの入力業務について外部委託を 。開始する

○ ○ に基づき、人材銀行事業、キャリア交流プラザ事平成１９年度から、ハローワーク関連業務について、競争の導入によ 公共サービス改革法

に基づ 業及び求人開拓事業 の 市場化テる公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号） 並びに国民年金保険料 収納事務について

き、人材銀行事業、キャリア交流プラザ事業及び求人開拓事業の市場化 ストの本格導入を図る。

テストの本格導入を図る 。（平成１９年４月から事業開始。）
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平成１９年度から、競争の導入による公共サービスの改革に関する法 公共サービス改革法 人材銀行事業、キャリア交流プラ○ ○ に基づき、

に基づき、国民年金保険料の収納事務について市場化テストの本格導 国民年金保険料の収納事務について律 ザ事業及び求人開拓事業並びに

入を図る。 市場化テストの本格導入を図る。

６．ＩＰ電話の導入 ６．ＩＰ電話の導入等通信費の削減

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

ＩＰ系サービスの事故などが発生する中、各通信会社の対応状況を踏 これまでのＩＰ電話の費用対効果や技術面での課題の検討結果を踏ま○ ○

まえながら、導入時期を再度検討する （平成１９年度以降） え、平成１８年度中に導入する。。

７．統計調査の合理化 ７．統計調査の合理化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 患者調査の調査事項の縮減 ○ 患者調査の調査事項の縮減

○ 母体保護統計報告、雇用管理調査の廃止等 ○ 母体保護統計報告、雇用管理調査の廃止等

○ 人口動態統計、毎月勤労統計調査の調査票収集のオンライン化等 ○ 人口動態統計、毎月勤労統計調査の調査票収集のオンライン化等

○ 新規に実施した調査の調査票の受付・審査・データ入力を民間委託等 ○ 新規に実施した調査の調査票の受付・審査・データ入力を民間委託等

○ 出生動向基本調査、所得再分配調査、国民栄養調査（現在は国民健康 ○ 出生動向基本調査、所得再分配調査、国民栄養調査（現在は国民健康

・栄養調査 、糖尿病実態調査の調査における抽出作業の重複是正措置 ・栄養調査 、糖尿病実態調査の調査における抽出作業の重複是正措置） ）

等 等

○ 全国家庭児童調査と児童環境調査の統合 ○ 全国家庭児童調査と児童環境調査の統合

○ 賃金関係統計調査の見直し ○ 賃金関係統計調査の見直し

① 屋外労働者職種別賃金調査の中止 ① 屋外労働者職種別賃金調査の中止

② 林業労働者職種別賃金調査の廃止 ② 林業労働者職種別賃金調査の廃止
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○ 保健福祉動向調査の廃止 ○ 保健福祉動向調査の廃止

○ 雇用状況実態調査の廃止

○ 年金数理基礎調査の廃止

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 調査の見直し ○ 調査の見直し類似調査の一元化等

（１）国民生活基礎調査の調査方法の効率化（平成１９年度実施予定） （平成１８年度実施予定）（１）雇用状況実態調査の廃止

（２）中高年者縦断調査の調査方法の効率化（平成１９年度実施予定） （平成１８年度実施予定）（２）年金数理基礎調査の廃止

（３）毎月勤労統計調査の調査方法の効率化（平成１９年度実施予定）

○ 事務の一層のＯＡ化

・ システムの 適化について 「統計調査等業務の業務・システム、

」（ （ ）適化計画 平成１８年３月３１日各府省情報化統括責任者 ＣＩＯ

連絡会議決定）を踏まえ推進する。

○ 民間委託の推進

８．国民との定期的な連絡 に関する効率化 ８．国民との定期的な連絡に関する効率化等

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 平成１６年度から当年度に口座振替により領収した国民年金保険料に ○ 平成１６年度から当年度に口座振替により領収した国民年金保険料に

係る領収書を振替の度に発行していたが、平成１７年度から、領収した 係る領収書を振替の度に発行していたが、平成１７年度から、領収した

保険料を証明する書類として社会保険料控除証明書を年１回発行するこ 保険料を証明する書類として社会保険料控除証明書を年１回発行するこ

とにし、領収書を廃止した。 とにし、領収書を廃止した。

○ 厚生労働省ホームページ社会保険庁コーナーで受け付けている年金見 ○ 厚生労働省ホームページ社会保険庁コーナーで受け付けている年金見

込額及び年金加入状況の照会において、年金見込額照会の対象年齢を平 込額及び年金加入状況の照会において、年金見込額照会の対象年齢を平

成１８年３月から５５歳以上の者から５０歳以上の者に引き下げるとと 成１８年３月から５５歳以上の者から５０歳以上の者に引き下げるとと
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もに、本人への郵送による回答に加え、平成１７年１月末より、電子申 もに、本人への郵送による回答に加え、平成１７年１月末より、電子申

請の仕組みを活用して本人確認を厳格に行いつつ、インターネットによ 請の仕組みを活用して本人確認を厳格に行いつつ、インターネットによ

る回答を可能とすることにより、郵便費用の軽減や回答の迅速化を図っ る回答を可能とすることにより、郵便費用の軽減や回答の迅速化を図っ

た。 た。

○ 年金受給者の確認（生存確認）について、現況届（はがき形式）の提

出による確認から、住民基本台帳ネットワークへの生存状況の照会によ

る確認などに変更することにより、郵便費用の軽減や事務処理の効率化

を （平成１８年１０月より実施）図った。

○ 冊子小包郵便物や大口発送による特別料金等の割引制度を活用した。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 年金受給者の確認（生存確認）について、現況届（はがき形式）の提

出による確認から、住民基本台帳ネットワークへの生存状況の照会によ

る確認などに変更することにより、郵便費用の軽減や事務処理の効率化

を （平成１８年１０月より実施）図る。

○ 賠償を要しない発送郵便物については、簡易書留でなく配達記録郵便

を利用するよう、また書式の簡略化等により封筒から葉書への変更を検

討するよう、各部局へ周知を行う。

９．出張旅費の効率化 ９．出張旅費の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 市販のパッケージソフトを 旅行経路、所要時間、所要経費 ○ 市販のパッケージソフト を 旅行経路、所要時活用して、 「駅すぱあと」 導入して

の探索を行い旅費請求書の作成作業の簡素化を図りつつ、 間、所要経費の探索を行い旅費請求書の作成作業の簡素化を図りつつ、低廉なランニ

も経済的な通常の経路によ も経済的な通常の経路により出張旅費を算出している。ングコストで 新の情報を維持しながら、
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当該ソフトは省内のネットワークシステムと一体として平成１４年度り出張旅費を算出している。

に一般競争入札により導入されており、平成１７年度のハードウェアの

更新時期において、あわせて更新を行ったところである。現在のパッケ

、 （ 。） 、ージソフトは 日本国内のきめ細かな路線 バスを含む が網羅され

運賃改定などにも迅速な対応が行われており、低廉なランニングコスト

で 新の情報を維持することが可能である。

また、航空機を利用する国内出張では、 利用 また、航空機を利用する国内出張では、 利用○ パック商品等を積極的に できる限り割引航空券を

よう推奨しており こととし を原する 、旅程の変更がない海外出張においても、割引航 する 、旅程の変更がない海外出張においても、割引航空券

空券 。 。等の利用を図っている 則、利用することとしている

出張において割引航空券（往復割引を除く ）を利用しなかっ 出張において割引航空券（往復割引を除く ）を利用しなかった場合なお、 。 。

た場合については、その理由を確認することで、より一層の割引航空券 については、その理由を確認することで、より一層の割引航空券の利用

の利用促進 。 促進 。に努めている を図ることとしている

○ 加えて、新幹線等を利用する場合においてもパック商品等を利用する

よう推奨している。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 引き続き、現在導入しているパッケージソフトと同種のソフトを比較 ○ 引き続き、現在導入しているパッケージソフトと同種のソフトを比較

検討し、内申書や請求書の作成等旅費の申請手続きの簡素化に、より有 検討し、内申書や請求書の作成等旅費の申請手続きの簡素化に、より有

効なソフトの導入を検討する。 効なソフトの導入を検討する。

○ 引き続き、航空機又は新幹線等を利用する国内出張でのパック商品等

を積極的に利用するよう推奨するとともに、旅程の変更のない海外出張

においても割引航空券等の利用を図っていく。

○ 出張に代わる手段を活用することにより、出張旅費の削減に繋げるよ ○ 出張に代わる手段を活用することにより、出張旅費の削減に繋げるよ

う努める。 う努める。

○ 職員に対する旅費の支給について、事務の省力化及び事故防止の観点

から、現金払及び受領代理人への口座振り込みの見直しを検討する。
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１０．交際費等の効率化 １０．交際費等の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 社会保険庁においては、交際費について予算の無駄遣いとの批判を受 ○ 社会保険庁においては、交際費について予算の無駄遣いとの批判を受

けないよう引き続き厳正な執行に努めるとともに、定期的に監査を実施 けないよう引き続き厳正な執行に努めるとともに、定期的に監査を実施

している。 している。

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 交際費については、部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出する ○ 交際費については、部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出する

という趣旨を徹底し、かつ職務関連性を一層厳しく確認の上、使用する という趣旨を徹底し、かつ職務関連性を一層厳しく確認の上、使用する

ものとする。 ものとする。

○ 職員に対する福利厚生について、共済組合と連携して、民間との均衡 ○ 職員に対する福利厚生について、共済組合と連携して、民間との均衡

を考慮しつつ、引き続き適切な水準とするように努める。 を考慮しつつ、引き続き適切な水準とするように努める。

１１．国の広報印刷物への広告掲載 １１．国の広報印刷物への広告掲載

（これまでの取組） （これまでの取組）

平成１８年度において、広報印刷物を広告媒体として活用することに 平成１７年度において、広報印刷物「疾病予防リーフレット」につい○ ○

より、広告料収入を確保した。 て入札を行った。しかしながら、応札がなかったことから、広告掲載に

・ パンフレット「厚生労働省」及び「厚生労働省ってどんなとこ？」 は至らなかった。

に広告を掲載

・ 広告料収入（実績 ：３３１千円）

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 行政の効率化と財政の健全化に資する観点から、平成 年度におい ○ 行政の効率化と財政の健全化に資する観点から、平成 年度におい１９ １８
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、 「 」 、 、 「 」 、て 広報印刷物 厚生労働省 等を広告媒体として活用することにより て 広報印刷物 厚生労働省 等を広告媒体として活用することにより

広告料収入の確保に努める。 広告料収入の確保に努める。

１２．環境にも配慮したエネルギー・資源使用の効率化 １２．環境にも配慮したエネルギー・資源使用の効率化

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ エネルギー使用量の抑制 ○ エネルギー使用量の抑制

・ 冷房の場合は２８度程度、暖房の場合は１９度程度に冷暖房温度の ・ 冷房の場合は２８度程度、暖房の場合は１９度程度に冷暖房温度の

適正管理を徹底するとともに、夏季においては政府全体として軽装で 適正管理を徹底するとともに、夏季においては政府全体として軽装で

の職務を促している。 の職務を促している。

・ ＯＡ機器、照明のスイッチの適正管理等により、エネルギー使用量 ・ ＯＡ機器、照明のスイッチの適正管理等により、エネルギー使用量

の抑制を図っている。 の抑制を図っている。

○ 資源の節約 ○ 資源の節約

・ 両面印刷・両面コピーの徹底等により、用紙類の使用量の削減を図 ・ 両面印刷・両面コピーの徹底等により、用紙類の使用量の削減を図

っている。 っている。

・ 必要に応じて節水コマを取り付ける等により節水を促進している。 ・ 必要に応じて節水コマを取り付ける等により節水を促進している。

・ 廃棄物の量を減らすため、廃棄物の発生抑制（ 、再使用 ・ 廃棄物の量を減らすため、廃棄物の発生抑制（ 、再使用Reduce Reduce） ）

（ 、再生利用（ ）の３Ｒを極力計っている。 （ 、再生利用（ ）の３Ｒを極力計っている。Reuse Recycle Reuse Recycle） ）

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ これまでの取組を引き続き実施。 ○ これまでの取組を引き続き実施。

○ 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため

」（ ）実行すべき措置について定める計画 平成１９年３月３０日閣議決定

等に基づき、また 「各省等の実施している温暖化対策取組事例集 （環、 」

境省取りまとめ）等を踏まえて、蛍光灯の照明のインバーター化、ＯＡ
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機器及び照明のこまめなスイッチオフ、簡易ＥＳＣＯ診断等のハード面

・ソフト面の対策を推進すること等により、エネルギー使用量の抑制を

図る。

○ 庁舎の使用電力購入等に際しても公共調達の効率化を図る。その際、

省ＣＯ２化の要素を考慮した方式について、既に一部で導入している裾

切り方式の一層の活用促進を図るとともに、総合評価落札方式の検討を

進める。

１３．その他 １３．その他

（これまでの取組） （これまでの取組）

○ 年金の福祉施設等の譲渡・廃止 ○ 年金の福祉施設等の譲渡・廃止

近年の年金制度等を取り巻く厳しい財政状況、施設を取り巻く社会環 近年の年金制度等を取り巻く厳しい財政状況、施設を取り巻く社会環

境及び国民のニーズの変化等を踏まえ、今後は保険料を年金の福祉施設 境及び国民のニーズの変化等を踏まえ、今後は保険料を年金の福祉施設

等に投入しないとともに、年金資金等への損失を 小化するという考え 等に投入しないとともに、年金資金等への損失を 小化するという考え

方に立ち、年金の福祉施設等を譲渡・廃止することとした。 方に立ち、年金の福祉施設等を譲渡・廃止することとした。

そのため 「年金・健康保険福祉施設（病院を除く）に係る整理合理 そのため 「年金・健康保険福祉施設（病院を除く）に係る整理合理、 、

化計画」を平成１７年３月に取りまとめるとともに、平成１７年１０月 化計画」を平成１７年３月に取りまとめるとともに、平成１７年１０月

１日に年金の福祉施設等の譲渡・廃止を行う独立行政法人年金・健康保 １日に年金の福祉施設等の譲渡・廃止を行う独立行政法人年金・健康保

険福祉施設整理機構を設立した。 険福祉施設整理機構を設立した。

○ 大規模年金保養基地（グリーンピア） ○ 大規模年金保養基地（グリーンピア）

「特殊法人等整理合理化計画 （平成１３年１２月１９日閣議決定） 「特殊法人等整理合理化計画 （平成１３年１２月１９日閣議決定）」 」

において 「平成１７年度までに廃止し、特に自己収入で運営費さえも において 「平成１７年度までに廃止し、特に自己収入で運営費さえも、 、

賄えない施設については、できるだけ早期に廃止する 」とされ、これ 賄えない施設については、できるだけ早期に廃止する 」とされ、これ。 。

を受けて、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成１６年法律第１０ を受けて、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成１６年法律第１０
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５号）により、平成１７年度末をもって廃止することとされた。 ５号）により、平成１７年度末をもって廃止することとされた。

なお、平成１７年１２月をもって、全ての施設の譲渡を完了した。 なお、平成１７年１２月をもって、全ての施設の譲渡を完了した。

○ 年金加入者住宅等融資業務 ○ 年金加入者住宅等融資業務

「特殊法人等整理合理化計画」において 「住宅融資を民間に委ねる 「特殊法人等整理合理化計画」において 「住宅融資を民間に委ねる、 、

等の観点から、平成１７年度までに廃止する」とされ、これを受けて、 等の観点から、平成１７年度までに廃止する」とされ、これを受けて、

年金積立金管理運用独立行政法人法により、平成１７年度末をもって廃 年金積立金管理運用独立行政法人法により、平成１７年度末をもって廃

止した。 止した。

なお、平成１７年１月末日をもって、新規の貸付申込を終了し、平成 なお、平成１７年１月末日をもって、新規の貸付申込を終了し、平成

１８年３月をもって、新規の貸付実行を終了している。 １８年３月をもって、新規の貸付実行を終了している。

○ 勤労者福祉施設の譲渡・廃止 ○ 勤労者福祉施設の譲渡・廃止

， 。 ， 。平成１８年３月末現在で２ ０７０施設全ての譲渡・廃止を完了した 平成１８年３月末現在で２ ０７０施設全ての譲渡・廃止を完了した

○ 雇用保険三事業の見直し ○ 雇用保険三事業の見直し

行政改革推進法等を踏まえ、失業等給付の より透明で分かりやすい事業運営を行う観雇用保険三事業について、 雇用保険三事業について、

抑制に資する観点から、平成１８年度においては、個別事業ごとに徹底 点から、平成１７年度においてもＰＤＣＡサイクルにより目標管理を厳

。した見直しを行ったほか、雇用保険法等の一部を改正する法律により、 格に実施した

雇用福祉事業を事業類型として廃止した（平成１９年４月２３日公布・

。施行）

○ 労働福祉事業の見直し ○ 労働福祉事業の見直し

行政改革推進法等を踏まえ、労災保険事業と より透明で分かりやすい事業運営を行う観点労働福祉事業について、 労働福祉事業について、

して行うことが適切なものに限定する観点から、平成１８年度において から、平成１７年度から成果目標を設定し、ＰＤＣＡサイクルによる目

は、個別事業ごとに徹底した見直しを行ったほか、雇用保険法等の一部 標管理を開始した。

を改正する法律により、労働条件確保事業を事業類型として廃止し、事

業名を「社会復帰促進等事業」に変更した（平成１９年４月２３日公布

。・施行）

○ 特別会計（労働保険特別会計）の見直し ○ 特別会計（労働保険特別会計）の見直し

（ ） 、 、 （ ） 、 、特別会計 労働保険特別会計 について 組織の要員の合理化により 特別会計 労働保険特別会計 について 組織の要員の合理化により
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職員数を削減するとともに、人件費を圧縮した （平成１７年度実施） 職員数を削減するとともに、人件費を圧縮した （平成１７年度実施）。 。

○ 母子寡婦福祉貸付金 ○ 母子寡婦福祉貸付金

母子寡婦福祉貸付金について、償還に係る取組事例等の周知や、各自 母子寡婦福祉貸付金について、償還に係る取組事例等の周知や、各自

治体に対し、償還率向上に向けた計画策定や目標設定等の自主的な取組 治体に対し、償還率向上に向けた計画策定や目標設定等の自主的な取組

を求めるなど、その償還率の改善を図った （平成１７年度実施） を求めるなど、その償還率の改善を図った （平成１７年度実施）。 。

○ 年金相談体制の見直し ○ 年金相談体制の見直し

年金相談の実施については、謝金職員の勤務形態を見直し、年金相談 年金相談の実施については、謝金職員の勤務形態を見直し、年金相談

者のニーズの多い日、時間帯に重点的に配慮するなど、業務の効率化を 者のニーズの多い日、時間帯に重点的に配慮するなど、業務の効率化を

推進した （平成１７年度実施） 推進した （平成１７年度実施）。 。

○ 労災病院の再編 ○ 労災病院の再編

平成１６年３月３０日に策定した「労災病院の再編計画」において、 平成１６年３月３０日に策定した「労災病院の再編計画」において、

平成１９年度末までに５病院を廃止し、４病院を２病院に統合すること 平成１９年度末までに５病院を廃止し、４病院を２病院に統合すること

としており、当該計画に従い、平成 年度末までに 病院を廃止し、 としており、当該計画に従い、平成 年度末までに 病院を廃止し、１８ ４ １７ ３

うち 病院は民間 に移譲した。 うち 病院は民間に移譲した。３ 又は地方公共団体 ２

○ 厚生労働科学研究費補助金の効果的・効率的な執行の推進

厚生労働科学研究費補助金の早期執行を図るため、研究課題の公募及

び採択を早期に実施するとともに、厚生労働科学研究費補助金取扱規程

等の改正を早期に 。進めることとした

○ 原爆死没者追悼平和祈念館の外部委託

原爆死没者追悼平和祈念館の外部委託について、清掃業務（清掃回数

図っ等）及び警備業務（警備員の配置、人数）を見直し、コスト縮減を

。た

○ 社会保険・労働保険の徴収事務の一元化 ○ 社会保険・労働保険の徴収事務の一元化（今後の取組計画）

社会保険・労働保険の徴収事務の一元化については、平成１８年１０ 事業主の利便性向上の観点から、社会保険の算定基礎届と労働保

月より新たに社会保険・労働保険徴収事務センターで受け付ける申請・ 険の年度更新の期限の統一、現物給与の評価の統一を図る。更に一

届出範囲の拡大などを実施し、事業主の事務負担の軽減を図った。 元化可能な事務について検討する。
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

（今後の取組計画） （今後の取組計画）

○ 年金の福祉施設等の譲渡・廃止 ○ 年金の福祉施設等の譲渡・廃止

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構において、平成２２年 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構において、平成２２年

９月までに施設を譲渡又は廃止する。 ９月までに施設を譲渡又は廃止する。

○ 雇用保険 事業の見直し ○ 雇用保険 事業の見直し二 三

雇用保険 事業について、透明で分かりやすい事業運営を行う 雇用保険 事業について、 透明で分かりやすい事業運営を行う観二 ととも 三 より

観点から、平成 年度においてもＰＤ 点から、平成 年度においてもＰＤＣＡサイクルによる目標管理を厳に、失業等給付の抑制に資する １９ １８

ＣＡサイクルによる目標管理を厳格に実施し、不断の見直しを行う。 格に実施し、不断の見直しを行う。

○ 事業の見直し ○ 事業の見直し社会復帰促進等 労働福祉

事業について、より透明で分かりやすい事業運営を行 事業について、より透明で分かりやすい事業運営を行う観点社会復帰促進等 労働福祉

う 観点から、平成 から、平成 年度においてもＰＤＣＡサイクルによる目標管理を厳格とともに、各事業の合目的性と効率性を確保する １９ １８

年度においてもＰＤＣＡサイクルによる目標管理を厳格に実施し、不断 に実施し、不断の見直しを行う。

の見直しを行う。

○ 社会保険・労働保険の徴収事務の一元化 ○ 社会保険・労働保険の徴収事務の一元化

事業主の利便性向上の観点から、社会保険 労働保険の年度更新の期 事業主の利便性向上の観点から、社会保険 労働保険の・ の算定基礎届と

（平成２１年度の実施を目指 更に一元化可能限の統一、現物給与の評価の統一を図る 年度更新の期限の統一、現物給与の評価の統一を図る。。

し、現在国会に法案提出中） な事務について検討する。

○ 厚生労働科学研究費補助金の効果的・効率的な執行の推進

厚生労働科学研究費補助金の早期執行を図るため、研究課題の公募及

び採択を早期に実施するとともに、厚生労働科学研究費補助金取扱規程

等の改正を早期に 。進める

○ 原爆死没者追悼平和祈念館の外部委託

原爆死没者追悼平和祈念館の外部委託について、清掃業務（清掃回数

） （ 、 ） 、 。等 及び警備業務 警備員の配置 人数 を見直し コスト縮減を図る

（平成１８年度実施）
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見 直 し 案 現 行（平成１８年８月２９日改定）

○ 労災病院の再編 ○ 労災病院の再編

「労災病院の再編計画」に従い、平成１９年度末までに１病院を廃止 「労災病院の再編計画」に従い、 平成平成１８年度末までに１病院、

し、４病院を２病院に統合する。 １９年度末までに１病院を廃止し、 ４病院を２病平成１９年度末までに

院に統合する。


